
８
月

日
、
市
長
が
「
行

10

財

政

改

革

計

画

」

を

発

表

し

ま

し

た

。

春

の

「

計

画

(

案)
」

か

ら

、

市

民

意

見

の

募

集

や

議

会

で

の

議

論

な
ど
を
経
た
も
の
で
す
が
、

ほ

と

ん

ど

変

わ

っ

て

い

ま

せ

ん

。

公

共

料

金

の

軒

並

み

値

上

げ

や

市

民

向

け

施

策

切

捨

て

の

オ

ン

パ

レ

ー

ド

。

９

千

件

に

も

及

ぶ

市

民

意

見

が

寄

せ

ら

れ

ま

し

た

が

、

市

は

、

そ

の

ほ

と

ん

ど

の

声

を

無

視

、
「

お

金

が

な

い

」

の

一

点

張

り

で

す

（

各

市

民

意

見

に

対

す

る

「

市

の

回

答

」

は

、

井
上
議
員
迄
）
。

市

長

は

、

今

回

の

提

案

予
定
を
手
始
め
に
、
今
後
、

国

保

料

・

保

育

料

値

上

げ

な

ど

一

連

の

改

悪

計

画

の

具

体

化

を

準

備

中

で

す

。

●
敬
老
乗
車
証
改
悪
案
は
、

①

制

度

対

象

者

を

、

現

行

歳

～

、

を

歳

～

に

。

70

75

～

歳

を

追

い

出

す

。

70

74

②

負

担

金

を

３

～

倍

に

4.5

値
上
げ
へ
。

③

所

得

七

百

万

円

以

上

の

市
民
を
排
除
、
追
い
出
す
。

●

学

童

保

育

利

用

料

は

、

現

行

の

、

所

得

に

応

じ

た

負

担

か

ら

、

利

用

量

に

応

じ

た

仕

組

み

に

替

え

、

全

体

と

し

て

値

上

げ

（

高

額

所
得
者
は
一
部
値
下
げ
）
。

年

間

保

育

料

を

カ

月

で

11

設

定

、

８

月

は

「

別

利

用

料

」

と

、

ま

る

で

商

品

の

「

繁

忙

期

料

金

」

の

よ

う

な
発
想
で
す
。

※

※

日

の

議

会

で

の

井

上

11

議
員
の
追
及
の
要
旨
で
す
。

●

「

計

画

」

と

二

つ

の

提

案

は

撤

回

せ

よ

。

市

長

は

「

敬

老

証

制

度

の

持

続

可

能

の

為

」

と

言

う

が

、

年

齢

引

上

げ

で

三

分

の

一

も

の

対

象

者

を

排

除

、

負

担

金

値

上

げ

で

交

付

を

あ

き

ら

め

る

人

も

出

る

。

も

は

や
、
制
度
崩
壊
だ
。

●

学

童

保

育

利

用

料

負

担

の

仕

組

み

の

変

更

は

、

保

育

の

必

要

な

児

童

の

権

利

を

市

が

保

障

す

る

と

い

う

関
係
を
、
「
一
回
い
く
ら
」

と

、

福

祉

を

、

ま

る

で

お

金

で

買

う

も

の

の

よ

う

に

変
え
よ
う
と
す
る
も
の
だ
。

最
近
の

相

談

か
ら

◎

介

護

事

業

所

の

運

営

に

つ
い
て

◎
自
己
破
産
手
続
き

◎

借

家

探

し

と

転

居

お

手

伝
い

◎

生

活

全

般

に

渡

る

相

談

を

受

け

ま

し

た

の

で

、

井

上

議

員

が

、

福

祉

事

務

所

や

ケ

ア

ー

マ

ネ

ー

ジ

ャ

ー

さ

ん

等

と

相

談

、

関

係

者

の

皆

さ

ん

に

集

ま

っ

て

頂

い

て

、

相

談

者

に

ど

う

い

う

支

援

が

で

き

る

か

皆

で

智
恵
を
出
し
合
い
ま
し
た
。
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急いで下さい!!

※ 時間短縮協力金の早期支給分

8 ／ 2 ～／ 31 迄のうち、前半
15 日分の申請が、／ 24 迄です。
※ 再起支援補助金申請は 10/29 迄
減収要件 30 ％緩和が実現

※ 緊急小口資金・総合支援資金

の申請は、当面、８月末迄

最
高
で
、

倍(

敬
老
乗
車
証)

、

倍(

学
童
保
育)

も
の
値
上
げ

4.5

2.6

市
長
、
９
月
議
会
に
値
上
げ
・
制
度
改
悪
案
を
提
案

日
、
市
長
が
、
「
敬
老
乗
車
証
負
担
金
値
上
げ
・
交
付
開
始
年
齢
引
上

11
げ
」
と
、
「
学
童
保
育
利
用
料
値
上
げ
」
を
９
月
議
会
に
提
案
す
る
と
発
表
。

日
本
共
産
党
は
、
両
提
案
予
定
を
撤
回
せ
よ
と
、
論
陣
を
張
っ
て
い
ま
す
。

所得によっては、1万円が4万5千への値上げに!?
表左は現行負担金 表右は来年度以降の値上げ案

現行階層区分 現行の額 階層を分解 '22 年度 '23 年度～
市民税非課税 3,000 円 → 6,000 円 9,000 円
市民税課税

合計所得金額 5,000 円 → 10,000 円 15,000 円
200 万円未満

→ 200 万以上 20,000 円 30,000 円
合計所得金額 10,000 円 400 万円未満
700 万円未満 → 400 万円以上

700 万円未満 30,000 円 45,000 円
〃 700 万円～ 15,000 円 → もらえなくなる（制度から排除）

※ 負担金とは、毎年、交付を受ける時に払うお金のこと。

※ 現行 70 歳～を 75 歳～に、交付年齢引上げ、 75 歳未満を排除。
来年９月末までに 70 歳になる人は現行通り交付可。以後２年毎
に１歳づつ引上げ・先送り（詳細は井上議員迄。続報予定）。

学童保育利用料の値上げ例
所得税１万円未満で午後６時まで利用の場合、年間

で、児童１人の場合、

５５ ,２００円→１４５ ,０００円へ、２ .６３倍にも。
２人の場合、８４，０００円→２１７ ,５００円へと、
２ .５９倍の値上げに !!
経過措置を設けるとは言うものの、これも一時しのぎ。


